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午前１０時５０分 開 議

○議長（三浦利通君） これより本日の会議を開きます。

船橋金弘君、畠山富勝君から、欠席の届出があります。

○議長（三浦利通君） 最初に、私の方からおわび申し上げます。

本日このように本会議がおくれたことに対して、まことに申し訳なく、おわび申し

上げます。

一昨日、米谷議員の一般質問の際、私の方から、休憩して要望発言については注意

してもらいたい旨の私の発言がありました。このことに対して米谷議員、さらには会

派の方から、行き過ぎた議長の議事整理権ではないかというような朝方の申し入れが

ありました。

確かに程度の差はあれ、昨日も要望的意味合いの質疑がなされていたことも事実で

す。米谷議員のみへの注意は、ある意味では公平性に欠けた面がありました。私から

言わせれば、議員全体への質疑のあり方として、可能な限り、この後も要望発言につ

いては、注意喚起をしたということで皆さんからとらえていただければ幸いと思いま

す。

（「議事進行」と言う者あり）

○議長（三浦利通君） 暫時休憩します。

午前１０時５２分 休 憩

午前１０時５４分 再 開

○議長（三浦利通君） 再開します。

○議長（三浦利通君） 本日の議事は、議事日程第４号をもって進めます。

日程第１ 議案第６１号から第６４号まで及び報告第１７号を一括上程

○議長（三浦利通君） 日程第１、議案第６１号から第６４号まで及び報告第１７号を

一括して議題といたします。

これより議案の説明を求めます。
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はじめに、船木総務企画部長の説明を求めます。船木総務企画部長

【総務企画部長 船木道晴君 登壇】

○総務企画部長（船木道晴君） おはようございます。

それでは、私から議案第６２号男鹿市地方活力向上地域における固定資産税の不均

一課税に関する条例の制定について、ご説明を申し上げます。

恐れ入りますが、議案書では３ページをお開きいただきたいと存じます。

本議案は、地域再生法に基づき秋田県が国から認定を受けました秋田県地域地方活

力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトに基づき、本社機能を移転又は拡充し

たものに対し、固定資産税の不均一課税を行うため、本条例を制定するものでありま

す。

第１条は、目的で、先ほど申し上げましたように、本社機能を移転又は拡充したも

のに対し、固定資産税の不均一課税を行うことにより、本市の雇用機会の創出など地

域の活力の再生を推進することを目的とするものであります。

第２条は、不均一課税の対象を規定してございます。

県のプロジェクトで定める地域、本市の場合は、船川港船川字海岸通り、新浜町、

外ヶ沢、芦沢、船越内子などでございますが、これらの地域に本社機能を整備すると

いう計画を作成し、平成３０年３月３１日までに県から認定を受けまして、２年以内

にその計画に従って本社機能を移転又は拡充した事業者が対象となります。

なお、法令の方で雇用要件がございまして、増加雇用者が１０人以上、中小企業の

場合は５人以上であることとなっております。

また、対象となる施設につきましては、取得価額の合計額が３千８００万円以上、

中小企業にあっては１千９００万円以上の家屋又は構築物及び償却資産並びにこれら

の敷地である土地となっております。

第３条は、不均一課税の期間及び税率を規定してございます。

不均一課税の期間は３年間でございます。

４ページをお願いいたします。

４ページの方、表がございますが、まず、法第１７条の２第１項第１号に掲げる事

業でございますが、これは東京２３区から本社機能を移転した場合でございまして、

この場合の税率は、初年度がゼロ、第２年度が４分の１、第３年度が２分の１にそれ
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ぞれ軽減するものであります。

次に、法第１７条の２第１項第２号に掲げる事業でございますが、これは県内企業

の本社機能の拡充や東京２３区以外からの移転の場合でございまして、この場合の税

率は、初年度がゼロ、第２年度が３分の１、第３年度が３分の２に、それぞれ軽減す

るものであります。

なお、不均一課税による減収に対しましては、普通交付税により補てんされるもの

でございます。

４ページから次のページの第６条までにつきましては、不均一課税の申請手続や取

消しなどを規定してございます。

第７条は、適用除外を規定してございまして、本条例の規定は本市の他の条例の規

定により、固定資産税の課税免除又は特例措置の適用を受けるものについては、適用

しないというものであります。

本条例の施行期日は、公布の日であります。

以上で説明を終わらせていただきますが、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。

○議長（三浦利通君） 次に、目黒選挙管理委員会事務局長の説明を求めます。目黒選

挙管理委員会事務局長

【選管事務局長 目黒雪子君 登壇】

○選管事務局長（目黒雪子君） おはようございます。

私からは、議案第６３号男鹿市議会議員及び男鹿市長の選挙における選挙運動の公

営に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。

恐れ入りますが、議案書の７ページをお願いいたします。

本議案は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、市議会議員及び市長の選挙におけ

る候補者の選挙運動費用に関する公費負担の限度額を改定するため、本条例の一部を

改正するものであります。

内容としては、選挙運動用自動車、レンタカーの場合ですが、これが一日当たり１

万５千３００円から５００円引き上げて１万５千８００円に、燃料代金が一日当たり

７千３５０円から２１０円引き上げて７千５６０円に、選挙運動用ビラの作製、これ

は市長選挙のみでありますが、これが一枚当たり７円３０銭から２１銭引き上げて７



- 198 -

円５１銭に、それぞれ改めるものであります。

また、選挙運動用ポスターの作製の限度額を算出する金額について、５１０円４８

銭を１４円５８銭引き上げて５２５円６銭に、３０万１千８７５円を８千６２５円引

き上げて３１万５００円に、それぞれ改めるもので、これによりポスター一枚当たり

の作製単価は２千３２０円となるものであります。

条例の施行期日は、公布の日であります。

また、改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に告示される選挙から適用

するものであります。

以上で説明を終わらせていただきますが、ご可決賜りますよう、よろしくお願いい

たします。

○議長（三浦利通君） これより議案に対する質疑に入ります。

質疑の通告がありますので発言を許します。

４番木元利明君の発言を許します。４番木元利明君。

○４番（木元利明君） おはようございます。

私からはですね、議案第６３号、ただいま説明ありましたが、男鹿市議会議員及び

男鹿市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正する条例につい

て、発言をさせていただきます。

この選挙公営制度を活用させてもらっております議員の一人として、今後の条例改

正に当たる判断基準といたしたく、発言をさせていただきます。

４点ばかり質問いたしますが、一つ目といたしまして、選挙公営制度の起源と沿革

についてであります。

私、これらを活用させてもらっておりますが、この選挙公営制度について、いまだ

知識が薄く、そしてまた合併以前はこのようなこともなかったものでありましてです

ね、今回の改正案に当たりまして、知識を高めたく、起源と沿革について説明を願い

ます。

二つ目として、今回のような制度改正が合併以前、そして合併後含めて、何回にわ

たって行われたのかであります。

三つ目として、条例改正の最大の目的についてであります。

四つ目、この案を通すための意味合いとして、改正の必要性について、４点をご答
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弁願いたいと思います。

○議長（三浦利通君） 目黒選挙管理委員会事務局長

【選管事務局長 目黒雪子君 登壇】

○選管事務局長（目黒雪子君） 木元議員のご質問に、お答えいたします。

選挙公営制度の起源と沿革についてでありますが、この制度は、立候補しようとす

る人の金銭的な負担を減らし、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を持

てるようにするために、日本では大正１４年に始まり、それ以来、次第に拡充されて

きたと認識しております。

この制度では、選挙運動自動車の使用やポスター作製に係る費用など、公職選挙法

で認められている一定の選挙運動費用の所定の限度額までが候補者に代わって公費で

支払われます。費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した

業者が、選挙終了後に当該選挙管理委員会へ直接請求する仕組みになっており、今回

の改正は、消費税率が５パーセントから８パーセントに増税されたことを踏まえ、限

度額の引き上げを行うものであります。

なお、公費負担は供託物没収点以上の得票が得られないと受け取ることができず、

かかった費用全額が候補者の自己負担となります。

過去の改正につきましては、合併前については、旧男鹿市の場合になりますが、平

成６年に条例が制定されており、平成８年、平成１０年、平成１３年に、それぞれ限

度額が引き上げられております。

なお、旧若美町では、なかったものであります。

合併後においては、これまで公営費の金額についての改正は行われておりません

が、平成２０年に市長選挙における選挙運動用ビラの作成費が新たに公営費に追加さ

れております。

今回の改正の目的と必要性につきましては、公営費の単価は、国の基準が人件費、

物価等の変動など経済情勢を考慮し、３年に一度見直しをする考えに倣うものであ

り、今回は消費税増税を踏まえての改正でありますので、直接は候補者が契約した業

者への支払いとなるもので、必要なものと考えております。

よろしくお願いいたします。

○議長（三浦利通君） 再質疑ありませんか。木元議員
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○４番（木元利明君） ただいまの説明を伺いましてですね、この選挙公営制度の歴史

は非常に古く、大正１４年からだというお話でございました。そして、過去には合併

以前、合併後含めて、過去４回の引き上げがなされていると。それもまた、国の基準

に倣って３年に一度の見直しと。そしてまた、税率改正に伴う引き上げだということ

で、非常に必要なものじゃないかという今、説明でございましたが、私が思うところ

には、そもそもこの制度が大正１４年に始まったという説明でございますが、いろい

ろな文献を読みますと、このような制度が必要になった裏にはですね、先ほど総務課

長の説明の中にもありましたが、選挙立候補者の公平性を保つということが絶対条件

ということと、資力の乏しい候補者であっても競争可能とするために、それらの制度

を設けたということも記載されております。

しかしながらですね、大正１４年以降に制度が始まって、連綿としていまだに続い

ているということをかんがみた場合はですね、またこの後も例えば消費税が現状の税

率がアップになった場合に、また国としては、このような制度改正を行うものであろ

うと察しいたしますけれど、例えばこれが国の方でそういうふうに制度改正されるも

のであるので、各市でもそれらにのっとってやるべきではないかというお話もわから

ないわけではございませんけれどもですね、そもそも旧態依然のこういうふうな制度

改正というのは、やはり時代とともに見直しが必要でないかというふうに思うわけで

ございます。この制度が発足するきっかけとなったその後のいろいろな有識者の考え

方を調べてみたところですね、何で制度化されたかという大きな問題は、当時は政界

の腐敗が大きな問題となっており、その腐敗の最大の原因は莫大な選挙費用にあった

というようなことも記されております。それらを公平さを保つために、このような選

挙公営制度が始まったという裏話も出ております。

それが何かというと、それは新人を擁護するための制度とは言えですね、やはり現

職である議員方の保身のための制度ではなかったのかというふうなことも述べる有識

者もおります。それはどっちとも言えませんけれども、今このネット社会において、

消費税がアップになったがゆえに、その政治に要する費用でも同時にアップするとい

うことは、現代社会にそぐわないのではないかというふうに感ずるわけでございま

す。私自身それらを何回か活用させていただいている当事者としてですね、これが仮

に新たに政治を志す方々の立場に置き換えてみた場合、果たしてこの公営制度の金額
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そのものが多い少ないで、誰も立候補、政治を志す、志さないという判断基準にはな

らないというふうに思うわけでございます。

そういうこともありましてですね、私といたしましては、この今回の６３号につい

て、やはりこれからはインターネット選挙運動を含めた選挙制度規制の緩和が議論さ

れることも今後多々あろうかと思います。そのような中で、やはり目線を変えなが

ら、旧態依然のものに特化することでなくてですね、市独自の方法もとったらいいん

じゃないかというふうに思うわけでございます。これが即立候補者本人にわたる制度

ではないといたしましても、業者を育てるためにも必要な部分ではあろうかと思いま

すけれども、やはり今般の男鹿市の財政状況をかんがみた場合、金額的に多い少ない

は問題でないと思います。ということもありましてですね、やはり旧態依然の制度を

見直すいい機会ではないかというふうに感じておりますが、その点についていかが感

じておりますか。

○議長（三浦利通君） 目黒選挙管理委員会事務局長

【選管事務局長 目黒雪子君 登壇】

○選管事務局長（目黒雪子君） お答え申し上げます。

繰り返しになりますけれども、今回の改正につきましては、消費税率が上がったこ

とによって国の法律が上がったことに伴っての改正ですので、この分につきまして

は、お願いしたいと思っております。すいません、よろしくお願いいたします。

○議長（三浦利通君） さらに、木元利明君。

○４番（木元利明君） 総務課長の答弁しがたい部分については、重々承知してござい

ます。

これらをですね、今後、国の指示によって消費税が上がるたびに、これらの選挙公

営制度の方も増額改正されたんじゃ、やはり市民感情といたしましては、自分のこと

は自分でせいやというふうな感覚を持つ方も多々あろうかと思います。

そこで、今後かんがみた場合、やはり私といたしましては、現状のこの制度で妥当

じゃないかという観点からるる申し述べてまいりましたが、今の当局の考え方は十分

に私としてとらえましたので、説明はいりませんので、これで終わります。

○議長（三浦利通君） ４番木元利明君の質疑を終結いたします。

以上で通告による質疑は終了いたしました。
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ほかに質疑ございませんか。

（「なし」と言う者あり）

○議長（三浦利通君） 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。

次に、議案第６２号及び第６３号については、ご配付いたしております議案付託一

覧表のとおり、総務委員会に付託いたします。

日程第２ 予算特別委員会の付託

○議長（三浦利通君） 日程第２、予算特別委員会への付託を議題といたします。

お諮りいたします。議案第６４号については、予算特別委員会へ付託することにご

異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（三浦利通君） ご異議なしと認めます。よって、議案第６４号については、予

算特別委員会へ付託することに決しました。

日程第３ 決算特別委員会の設置、付託

○議長（三浦利通君） 日程第３、決算特別委員会の設置を議題といたします。

お諮りいたします。議案第６１号については、委員会条例第６条の規定に基づき、

議会選出監査委員を除く議員１９人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これ

に付託の上、審査いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（三浦利通君） ご異議なしと認めます。よって、議案第６１号については、議

会選出監査委員を除く議員１９人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに

付託の上、審査することに決しました。

なお、決算特別委員会は、９月１２日、午前１０時より、議事堂に招集いたしま

す。

以上、告知いたします。

○議長（三浦利通君） 以上で、本日の議事は終了いたしました。
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休会の件

○議長（三浦利通君） お諮りいたします。明日９日から２０日までは議事の都合によ

り休会いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（三浦利通君） ご異議なしと認めます。よって、明日９日から２０日までは議

事の都合により休会とし、９月２１日、午後２時より本会議を再開し、各委員長の報

告を求めることにいたします。

本日は、これにて散会いたします。

午前１１時１７分 散 会
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議 案 付 託 一 覧 表

総 務 委 員 会

議案第６２号 男鹿市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条

例の制定について

議案第６３号 男鹿市議会議員及び男鹿市長の選挙における選挙運動の公営に関する

条例の一部を改正する条例について

予算特別委員会

議案第６４号 平成２８年度男鹿市一般会計補正予算（第２号）について

決算特別委員会

議案第６１号 平成２７年度男鹿市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて


